
（様式　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
秋田県知事　　　様
（秋田市長または大館市長、横手市長）
　　                   　　　　　（工事発注者）職氏名　　○○○事務所長
                                        　     住　所　　○○市○○　
通　　知　　書
　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条の規定により、次のとおり
通知します。
	連絡先
	所属部署
	

	
	氏名eq \o\ad(担当職,　　　　 )
担当職氏名


	

	
	電話番号
	
	ＦＡＸ
	

	工
事
内
容
	工事名
	
	工事番号
	

	
	施工場所
	

	
	工事概要

	工事の種類
　□建築物に係る解体工事　　　　　　　　　□建築物に係る新築又は増築の工事
　□建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
　□建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（　　　　　　　　　　　）注１
工事の規模
　建築物に係る解体工事　　　　　 用途　　　　、階数　　　、構造　　　　、
工事対象床面積 　   　　　㎡
　建築物に係る新築又は増築の工事 用途　　　　、階数　　　、構造　　　　、
工事対象床面積 　   　　　㎡
　建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
　　　　　　　　　用途　　　　、階数　　　、構造　　　　、請負代金　　  　　 　万円（税込）
　建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等    　  　　請負代金　　  　　 　万円（税込）

	
	請負金額
	　　　　　　　　　　  　　  円(税込)  

	
	工　　 期
	令和 　年 　月　 日 ～年 　月   日
	工事着手予定日
	令和   年   月   日

	請負者
	会社名
	
	氏名eq \o\ad(現場代理人,　　　　　　)
現場代理人氏名


	

	
	所在地 
	　〒

	
	電話番号
	
	ＦＡＸ
	


　
※受付番号：　　　　　　　　　
注１　建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は、工事の具体的な種類を記入する。
（様式　　）　　　　　　　　　　　        　 記載例 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　令和　　年　　月　　日
秋田市長　　　様
　　                 　　　　　（工事発注者）職氏名　　秋田地域振興局長　○○　○○
                                      　     住　所　　秋田市山王４－１－１
通　　知　　書
 　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条の規定により、次のとおり

通知します。
	連絡先
	所属部署
	 秋田地域振興局建設部企画道路課○○班

	
	氏名eq \o\ad(担当職,　　　　 )
担当職氏名


	 技師　　○○　○○

	
	電話番号
	 ０１８－８６０－○○○○
	ＦＡＸ
	  ０１８－８６０－○○○○

	工
事
内
容
	工事名
	 国道道路改築工事
	工事番号
	 ＡＢ１２－３０

	
	施工場所
	 秋田市山王○○丁目○○○○　　　地内

	
	工事概要
 
	工事の種類
　□建築物に係る解体工事　　　　　　　　　□建築物に係る新築又は増築の工事
　□建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
　□建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（　　　　　　　　　　　）注１
工事の規模
　建築物に係る解体工事　　　　　 用途　　　　、階数　　　、構造　　　　、
工事対象床面積 　   　　　㎡
　建築物に係る新築又は増築の工事 用途　　　　、階数　　　、構造　　　　、
工事対象床面積 　   　　　㎡
　建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
　　　　　　　　　用途　集会場、階数　　　、構造　　　　、請負代金　　  　 　　万円（税込）
　建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等    　  　　請負代金 ９，８７６　万円（税込）

	
	請負金額
	　　　９８，７６３，０００　円(税込)  

	
	工　　 期
	令和8年○月○日 ～  8年○月○日
	工事着手予定日
	令和8年○月○○日

	請負者
	会社名
	　 ○○建設（株）
	氏名eq \o\ad(現場代理人,　　　　　　)
現場代理人氏名


	　 ○○　○○

	
	所在地  
	　〒○○○－○○○○
     秋田市山王○丁目○○番○○号

	
	電話番号
	 ０１８－８６０－○○○○
	ＦＡＸ
	  ０１８－８６０－○○○○ 


　
※受付番号：　　　　　　　　　
注１　建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は、工事の具体的な種類を記入する。

